
～和水町企業等懇話会企業紹介③～
我が町を担う企業

　東洋電装株式会社熊本工場は、1977年6月に設立され、九州東洋株式会社として創業を開始しております。
当社は東京に本社を置き、1947年に二輪車イグニッションコイル関係の開発・生産からスタートし、現在は
二輪・四輪・汎用の操作系スイッチ、点火系部品、センサー系部品、発電機等、時代とユーザーの要請に応え
るため製品の生産を拡大して来ました。
　現在は国内工場だけではなく、アメリカ・中国・タイ・インドネシア・ベトナム・イギリス・ドイツなどへ進出し、
常に市場をリードしながらグローバル企業へと発展しました。
　熊本工場は、製品の生産だけではなく、海外工場のマザー工場としての位置付けにあり、海外生産設備の製
作拠点、又、海外製品の品質安定に向けた技術及び品質支援を担っております。今後も弊社は、新しい価値を創造・
提案し次世代に引き継ぐ活動を通じて、常に進化する企業を目指していきます。

　働く人がいきいきと輝き、安心して働き続けられる企業とし
て、熊本県からブライト企業に認定されました。私たちは、従業
員が希望を持って働き続けることが出来る職場環境作りに、これ
からも邁進致します。

ブライト企業に認定されました
電子部品の実装工程 ２輪部品の検査工程

　私たちは、周辺地域への貢献活動として、年２回全従
業員による清掃活動を行っており、地域との関わりを大
切にしております。

地域清掃活動への取り組み
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　和水町企業等懇話会は、町と町内企業等が連携し、企業の繁栄と町の振興を目指すことを目的として設置
しており、現在、企業24社が加入しています。主に総会（事業計画の審議、企業支援策等の紹介、情報交
換）、研修事業（企業訪問等）、エコキャップ運動（ペットボトルキャップの回収）などの活動を行ってい
ます。このコーナーでは、我が町を担う企業等懇話会会員企業の紹介を行います。

「限りない未来に向かって、
志を高く、はばたきます」

所 在 地：〒861-0925 熊本県玉名郡和水町野田305番地
従業員数：241名　　操業開始：1977年６月　

東洋電装株式会社　熊本工場（代表者：工場長　森田 浩一）

問い合わせ先　本庁　まちづくり推進課　企業誘致係　☎0968・86・5721
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　後期高齢者医療制度にご加入中の被保険者を対象に、「話す・食べる・飲み込む」といった口腔機
能の低下や誤嚥性肺炎等の病気を予防することを目的として、歯（義歯）や歯肉の状態を検査する
「後期高齢者歯科健診」を実施します。
　しっかり噛んで食べることで、栄養の吸収がよくなるだけでなく、脳の活性化や体力の向上が期待
できます。
　定期的に歯科医院を受診されている人も、この機会にぜひ歯科健診を受診しましょう。

受診日に和水町に住所を有する後期高齢者医療被保険者
＊施設などの入所者は除きます。

平成30年５月１日～平成31年２月28日まで
＊歯科医院の休診日を除く。

受診券裏面に掲載

問診、口腔内検査（歯・歯肉の状態、口腔内・義歯清掃状況等）
口腔機能評価（そしゃく能力、舌機能、えん下機能等）

①平成30年４月下旬にお送りする「歯科口腔健診受診券（青色）」を確認し、希望する歯科医院に
電話等で予約してください。

②「歯科口腔健診受診券（青色）」と「被保険者証（健康保険証）」を持って歯科医院で健診を受診
してください。

400円

後期高齢者の人へお知らせ

５月から後期高齢者歯科健診を実施します！！

対象となる人

健診実施期間

健診実施機関

健 診 内 容

受 診 方 法

健 診 料 金

ご えん せい

問い合わせ先　本庁　税務住民課　国保年金係　☎0968・86・5723

BDF（Bio Diesel Fuel）とは？
　植物油（廃食油等）を原料とした燃料。BDFの使用で発生するCO₂は、植物が成長過程で吸収したCO₂と等しく、地球温暖化対策に有用な燃料で
す。軽油代替燃料として、バスやトラック、重機等で使用されています。

本庁 税務住民課・総合支所 住民課
午前9時～午後5時（土・日曜、祝日は除く）
天ぷら油などの植物油
※家庭で使用した廃食油のみ回収します。
※動物油（ラード等）、鉱物油（エンジンオイル等）は回収しません。
天かすなどのゴミを除き、ペットボトルや油購入時のプラ容器等に入れてお持ちください。

　地球温暖化対策の取り組みとして、天ぷら油（家庭廃食油）の回収キャンペーンを実施します。
　このキャンペーンは、多くが廃棄されている家庭廃食油をBDF（バイオディーゼル燃料）にし、ディーゼル
車両や発電機などの燃料として再利用することで、二酸化炭素（CO₂）排出量を削減し、環境保護活動・地球
温暖化防止活動に関心を持つことを目的としています。

問い合わせ先　本庁　税務住民課　生活環境係　☎0968・86・5723
　　　　　　　総合支所　住民課　税務住民係　☎0968・34・3111（内線752）

回収場所
回収時間

回収方法

回収する油

使用済み天ぷら油の回収を行います

◇家庭で出た廃食油は、以下の回収場所にお持ちください。（回収ボックスを設置しています。）
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